
総合的な防衛体制の強化に資する取組について
（公共インフラ整備）

資料１



公共インフラ整備の取組について

【特定利用空港・港湾の追加等】
○ 今般、新たに１０空港及び７港湾（次ページ）について、インフラ管理者との間で「円
滑な利用に関する枠組み」として、確認事項（別添１）を確認するに至ったことから、これら
の空港・港湾を「特定利用空港・港湾」に追加する。

○ また、「道路」の取組については、沖縄県及び北海道に加え、九州地方に所在する「特定
利用空港・港湾」とのアクセス向上に向けた道路ネットワークの整備に取り組む。

○ このため、 「運用・整備方針」を一部改正する（別添２・３）。

○ 引き続き、自衛隊・海上保安庁のニーズを踏まえ、インフラ管理者等との調整を進め、本
取組の更なる充実化を図る。

【連絡・調整体制の構築】
○ 令和７年８月の関係閣僚会議（第９回）において「特定利用空港・港湾」となった３
空港及び１港湾（注）について、インフラ管理者と自衛隊・海上保安庁等との間で連絡・
調整体制を構築した。

○ 引き続き、関係者間で緊密に連携し、「特定利用空港・港湾」の円滑な利用に取り組む。
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（注） 空港：山口宇部空港、仙台空港、青森空港
港湾：青森港



北九州空港（国）
博多港（市）

石垣港（市）

宮崎空港（国）

福江空港（県）
長崎空港（国）

徳之島空港（県）

鹿児島空港（国）
鹿児島港（県）
志布志港（県）

川内港（県）

西之表港（県）
名瀬港（県）

和泊港（県） 宿毛湾港（県）
須崎港（県）

高松港（県）

留萌港（市）
石狩湾新港（組合）

室蘭港（市）

苫小牧港（組合）

釧路港（市）

熊本空港（国）

敦賀港（県）

熊本港（県）

八代港（県）

高知港（県）

平良港（市）

那覇空港（国）

大分空港（国）

境港（組合） 金沢港（県）
白老港（町）

函館港（市）
函館空港（国）

南紀白浜空港（県）

山口宇部空港（県）

仙台空港（国）

青森空港（県）
青森港（県）

徳島小松島港（県）

三河港（県）

名古屋港（組合）

細島港（県）

中標津空港（道）

高松空港（国）

女満別空港（道）

高知空港（国）

松山空港（国）

新千歳空港（国）

釧路空港（国）

中部国際空港（会社）

稚内空港（国）

特定利用空港・港湾

特定利用空港：２４空港
特定利用港湾：３３港湾
（令和８年４月８日時点）
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【凡例】
：空港
：港湾
：今回の追加分

（ ）は管理者

稚内港（市）
旭川空港（市）

紋別港（市）

仙台塩釜港（県）
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